
プレスリリース 

 

報道機関 各位 
 

 

令和 8年 1月 9日 14時 30分時点 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

送信枚数   １ 枚（この表紙含む）     

発信者：見附市役所 企画調整課 秘書広報室 髙橋（内線 315） 

 ☎（0258）62-1700 FAX（0258）63-1006                  

MITSUKE CITY 

見附市 

 

 

１月８日の上北谷地区ほかで発生した広域断水に伴い、断水地域にお住まいの方

を限定として、下記のとおり、臨時の入浴施設として開放いたします。 

 

【臨時入浴施設】みつけ健幸の湯「ほっとぴあ」 

        TEL.0258-86-1126 

見附市本町 1丁目 4番 23号 

 

【無料利用対象者】 

太田町、本明町、池之島町、河野町、宮之原町、牛ヶ嶺町、神保町、 

杉澤町、堀溝町、明晶町の一部の、断水地域の住民 

 

【利用条件】ご利用に当たっては、当該地域にお住まいであることが確認できるも

のとして、免許証、マイナンバー、保険証等を提示ください。 

 

【料金】無料 

 

【無料期間】1月 9日(金)15時～断水が復旧する期間まで 

 

※ 可能な限り、自家用車の乗り合わせでの移動をお願いします。 

なお、移動手段がない方を限定とした移動手段等については、現在検討中です。 

追って、ご案内します。 

 

  

 

【本件の問合せ先】 

企画調整課危機管理室 担当:淺野 ☎（0258）62-1700（内線 312） 

見附のイメージキャラクター 

ミッケ 

水道の断水について（第 5 報） 
（臨時入浴施設の開放） 


